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根拠法令
労働安全衛生法第66条の４

事業者は、第66条第１項から第４項(※１項：一般健診、２項：有害物、３項：有害物(歯科健診)、

４項：労働局長が指示する臨時の健診)まで若しくは第５項ただし書(※労働者が事業者指定以外の医療

機関で受検)又は第66条の２(※労働者による深夜業自発的健診)の規定による健康診断の結果（当該

健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労

働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の

意見を聴かなければならない。

（一般健診）

労働安全衛生規則第51条の２

１ 第43条等の健康診断(※43条：雇入時健診、44条：定期健診、45条特定業務健診（有害業務・深夜

業など)、45条の2海外派遣時・帰国時、など)の結果に基づく法第66条の４の規定による医師から

の意見聴取は、次に定めるところにより行われなければならない。

一 第43条等の健康診断が行われた日から３月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

３ 事業者は、医師から、前２項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を

求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

（有機溶剤健診）

有機溶剤中毒予防規則第30条の２

１ 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第66条の４の規定による医師からの意見聴取は、次に

定めるところにより行わなければならない。

一 有機溶剤等健康診断が行われた日（法第66条第５項ただし書の場合にあつては、当該労働

者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日）から３月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。

２ 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求

められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

※その他、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予

防規則、電離放射線障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則にも同様の規定があります。

【行政通達】

⑴意見聴取は、事業者が意見を述べる医師に対し、健康診断の個人票の様式の「医師の意見欄」

に当該意見を記載させ、これを確認することとすること。（H8.9.13基発第566号）

⑵「労働者の業務に関する情報」には、労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状

況、深夜業等の回数・時間数等があること。（H29.3.31基発0331第68号）

※騒音、振動、腰痛、情報機器(VDT)などの健診は「指導勧奨による特殊健診」という、法令では

なくガイドライン等の行政通達により定められた健診です(意見聴取の義務はありません)。
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法66条1項 一般健診(一般項目) → 則43条 雇入時健診
則44条 定期健診
則45条 特定業務健診
則45条の2 海外派遣健診
など

法66条2項 有害物健診(特定項目) → 有機則等、特別規則の健診



健康診断結果に基づき事業者が講ずべき
措置に関する指針（抄）

２ 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項

（３）健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取

事業者は、労働安全衛生法第66条の４の規定に基づき、健康診断の結果について、医師等の

意見を聴かなければならない。

イ 意見を聴く医師等

産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に

関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康

管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センターの活用を図ること等が適当

ロ 医師等に対する情報の提供

事業者は、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業環境、労働時間、労

働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に

関する情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健康診断の結果のみでは情報が十分でない

場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当である。また、過去に実施された労働

安全衛生法第66条の８、第66条の９ (※いずれも長時間労働)及び第66条の10第３項(※高ス

トレス)の医師による面接指導等の結果又は第66条の10第１項の規定の検査(※ストレス

チェック)の結果に関する情報を提供することも考えられる。

ハ 意見の内容

事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を

医師等から聴く必要がある。

（イ）就業区分及びその内容についての意見

当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断を下記の区分（例）に

よって求める。

（ロ）作業環境管理及び作業管理についての意見

作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又

は設備の設置又は整備、作業方法の改善等の必要性について意見を求める。

ニ 意見の聴取の方法と時期

事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく健康診断の個人票の様式中医師等

の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求める。

H8.10.1健康診断結果措置指針公示第１号
最終改正H29.4.14同公示第９号
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登録産業医地産保（コーディネーター）小規模事業場

「有所見者に対する医師か
らの意見聴取」に係る依頼。

対応可能な場合は、以下の書類を提出を求める。

・有所見者の健康診断個人票（以下「個人票」という。）

・有所見者一覧表（別紙１） ・提出書類一覧表（別紙２参照）

・意見聴取結果を返信する際のレターパックプラスまたは簡易書
留分の切手を貼付した返信用封筒（※事業者が郵送にて意見聴
取結果の返却を求める場合に限る。）

必要書類を地産保に提出。
【★】

内容確認【★】
※不足等があった場合は、事業者に速やかに全ての書類を返却す

る。

登録産業医に健康診断結果に係る意見記入依頼【★】
※個人票等を郵送する場合は、封入する前にダブルチェック又は

セルフチェック

内容確認【★】
※不足等があった場合は、
コーディネーターに速やか
に確認する。

意見陳述後、内容確認。
【★】書類返却。

内容確認【★】
※不足等があった場合は、登録産業医に速やかに確認する。

★具体的な確認手順
・作業机等の不要な書類は片

づける。
・個人票と有所見者一覧表等

を突合する。
・他の事業場の分が混在する

ことのないよう、事業場別
に封筒、クリアファイル等
に分ける。

・施錠できる机の引き出しや
キャビネット等に保管する。

・郵送の際は、ダブルチェッ
ク・セルフチェックを徹底

医師の意見に応じ、必要に応
じて事後措置。

事業者に個人票及び有所見者一覧表を返却【★】
※個人票等を郵送する場合は、封入する前にダブルチェック又は
セルフチェック

有所見者に対する意見聴取に係るフロー図

地域産業保健センターにおける健康診断結果に対する
医師からの意見聴取に係る手順書（抄）

２ 業務の流れ

（１）小規模事業場の事業者から、有所見者に対する医師の意見聴取の依頼を受ける。

（２）対応可能な場合は、事業者に必要書類一式の提出を求める。事業者が必要書類を郵送す

ることを希望する場合は、レターパックプラス等、追跡が可能な方法を促すこと。

（３）コーディネーターは、事業者から必要書類一式が提出された時点で、不足等がないかを

確認し、他の書類と混在することのないよう、封筒、クリアファイル等に事業場ごとに分

けた上で、施錠可能な場所に適切に保管する。

（４）登録産業医に意見陳述を依頼する時は必要書類を確認し、登録産業医に手交する。な

お、郵送にて登録産業医に送付する場合は、レターパックプラス等、追跡が可能な方法に

よること。また、同時に複数事業場分を送付する場合は、他の書類が混在することを防ぐ

ため、事業場ごとに封筒やクリアファイル等に分けるなど、注意すること。

（５）登録産業医は、必要書類が手交された時点で、遅滞なく、提出書類等を確認し、意見陳

述を実施するまでの間、他の書類と混在することのないよう、封筒、クリアファイル等に

事業場ごとに分けた上で、施錠可能なキャビネットや机の引出し等に適切に保管する。

（６）意見陳述後、地産保に必要書類を返却する時点で、必要書類を確認する。なお、必要書

類を郵送にて返却する場合は、レターパックプラス等、追跡が可能な方法によること。(山

梨ではレターパックプラスに限定)

（７）コーディネーターは、登録産業医から必要書類が返却された時点で、提出書類に不足等

がないかを確認する。

（８）事業者に個人票を返却する時は必要書類を確認する。事業者が郵送にて意見聴取結果の

返却を求める場合は、依頼時に事業者から提出されたレターパックプラス等によること。

R4.6.3労働者健康安全機構通知
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地域産業保健センター業務手順(コーディネーター用)
(令和７年度版)(抄)

２ 小規模事業場の事業者及び労働者等からの相談対応
（５）相談対応の内容及び留意点

イ 健康診断の結果についての医師からの意見聴取

（ア）範囲及び位置づけ

安衛法第66条の４に基づき、健康診断の結果、健康を保持するために必要な措置につい

て、事業者からの意見聴取に対し、登録産業医が意見陳述を行います。

（イ）留意点

ａ 登録産業医は意見を述べた有所見者の関係規則に規定する健康診断個人票等所定の様

式に記名しますが、別紙に記載する形でも差し支えありません。

ｂ 脳・心臓疾患関連項目に限らず、全ての有所見者について対応するものとします。

ｄ 必要に応じ、事業場を訪問し、職場巡視や労働者との面接の機会等を事業者に求める

ことにより、当該労働者の実情に配慮した意見陳述を実施します。

関係法令・指針・手順書・業務手順のまとめ

・安衛法第66条の４により、健診結果における有所見者について医師からの意見聴取を行

うことが事業者に義務付けられている

・対象となる健診は、定期健診だけでなく、特定業務従事者健診、有機溶剤、特定化学物

質などの特殊健診も含まれる

・有所見者とは、脳・心臓疾患関連項目に限らず、全ての有所見者のことをいう

・対象となる健診は、定期健診だけでなく、雇入時健診、特殊健診等も含まれる

・安衛則第51条の２により、①意見聴取は、健診実施後３か月以内に行うこと、②聴取し

た意見は健康診断個人票(定期健診であれば様式第５号⑵)に記載すること、が定められ

ている（個人票又は別紙に記名も行う）

・指針では、労働者50人未満の事業場においては、地域産業保健センターの活用を図る

ことが適当とされている

・意見陳述の判断材料 ： 作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作

業態様、作業負荷の状況、過去の健診結果、ストレスチェック、長時間労働者面談、高

ストレス面談に関する情報(更に必要あれば労働者との面談)、職場巡視の機会（指針

において「事業者は、医師に対し、必要に応じこれら情報を提 供する」と記載）

・意見の内容 ： ①就業区分とその内容 ②作業環境管理と作業管理について（見直しの

必要性がある場合）

・就業区分は、例として、①通常勤務、②就業制限、③要休業の３つに区分される

・就業制限は、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業

の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等が挙げられる

・作業環境管理と作業管理については、作業環境測定の実施、施設・設備の設置・整備、

作業方法の改善等が挙げられる

・登録産業医は、関係書類を受け取った時点で、書類を確認し、他の書類を混在しないよ

う適切に保管する。また、意見陳述後、返却時に必要書類を確認する
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９ 業務の流れ
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※地産保事業全体の流れです(本部作成の業務手順から・参考)



関係様式(山梨さんぽホームページ)

様式地７－１
中北

実施日時 時間 ～

実施場所

相談対応者（登録産業医等）

事業場名

事業場所在地

連絡先電話

事業場担当者 職　名 氏　名

業種 労働者数（人）

有所見者数（人） ～ 　

対応方法

本サービス利用歴 ➡前回利用時期（ 年 月）

書類枚数(本用紙を除く） 対象者名簿（枚）

返却確認 返却日
事業場受領者の氏名

（または郵送証明）

　

　

　　　　　　　　　　

地域産業保健センター

令和　　　年　　　月　　日（　　　　）

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　健康相談記録票

センター使用欄　　●書類の受け渡し時は、対象者名簿、健康診断結果（個人票）の枚数・突合をお願いします。

　　　　　　　　　　 定期健康診断実施期間（月） 　

　　　　　　　　　　

　 健康診断結果または個人票（枚） 　

様式地7－1「健康相談記録票」および、様式地7－2「対象者名簿」の太枠内（黄色の項目）を記入の上、健康診断結果（個人票）と併せて提出し

てください。なお、提出する健康診断結果（個人票）は、対象者名簿の順番に並べ替えて提出してください。

事業場担当者窓口面談 郵送対応 その他

新規利用 利用歴あり

（ ）

（山梨さんぽホームページ掲載内容）

《健康診断結果についての医師の意見聴取提出書類》

利用申し込み受領後に、各地域産保センターより提出方法等をご連絡いたします
健康診断結果（個人票）

中北・峡南・郡内地産保センターを利用する事業場は、以下を添付して下さい
様式７－１ 健康相談記録票
様式７－２ 対象者名簿

（様式地７－２）

対象者名簿（健康相談・健康診断結果の意見聴取）
担当者（登録産業医等）

業種 連絡先電話番号 担当者 労働者数

　 　 　 　

NO. 氏名 年齢 性別 職務内容 就業区分
※１　就業区分Ｂ

負担軽減措置の内容
　※２　注意事項 ※２ 備考

受診日　　　

1

事業場名　

　 　

事業場所在地

　

実施日時　 実施時間　 実施場所　

　

　

受診日　　　

3

受診日　　　

2

受診日　　　

5

受診日　　　

4

　

　

　

　

A 通常勤務可能

B 要就業制限 ※１ ※２

労働時間の短縮

時間外労働の制限
労働負荷の制限

C 要休業

作業転換・就業場所の変更

深夜業務の回数減少

保健指導を勧めます（努力義務）

精密検査項目受診勧奨してください

治療継続・定期受診を確認してください

治療について主治医に相談してください

ただし※２を参照
男

A 通常勤務可能

B 要就業制限 ※１ ※２

労働時間の短縮

時間外労働の制限

労働負荷の制限

C 要休業

作業転換・就業場所の変更

深夜業務の回数減少

男

女

A 通常勤務可能

B 要就業制限 ※１ ※２

労働時間の短縮

時間外労働の制限

労働負荷の制限

C 要休業

作業転換・就業場所の変更

深夜業務の回数減少

男

女

A 通常勤務可能

B 要就業制限 ※１ ※２

労働時間の短縮

時間外労働の制限

労働負荷の制限

C 要休業

作業転換・就業場所の変更

深夜業務の回数減少

男

女

A 通常勤務可能

B 要就業制限 ※１ ※２

労働時間の短縮

時間外労働の制限

労働負荷の制限

C 要休業

作業転換・就業場所の変更

深夜業務の回数減少

男

女

受診勧奨してください

精密検査項目受診勧奨してください

治療継続・定期受診を確認してください

治療について主治医に相談してください

受診勧奨してください

精密検査項目受診勧奨してください

治療継続・定期受診を確認してください

治療について主治医に相談してください

受診勧奨してください

精密検査項目受診勧奨してください

治療継続・定期受診を確認してください

治療について主治医に相談してください

受診勧奨してください

精密検査項目受診勧奨してください

治療継続・定期受診を確認してください

治療について主治医に相談してください

受診勧奨してください

女

その他の注意事項

就業制限の期間や解除の条件等

保健指導を勧めます（努力義務）

保健指導を勧めます（努力義務）

保健指導を勧めます（努力義務）

保健指導を勧めます（努力義務）

ただし※２を参照

ただし※２を参照

ただし※２を参照

ただし※２を参照

就業区分から右の欄は、登録産業医記入欄です。

様式
地7-1

様式
地7-2
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記載例・記載方法(様式地7-1)

8



記載例・記載方法(様式地7-2)
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地域産業保健センター

年 月 日 時 分 ～ 時 分

（○○産業保健総合支援センター ・ 地域産業保健センター）

 2. 該当しない

 職名： 氏名：

 電話：

人 ）

 企業名 （ ）

 労働者数 （ 人 ）

 産業医数 （ 人 ）

（ 無 ）

 １　事業者・担当者等 ２　本人（労働者） ３　個人事業者等

 ４　個人事業者等への注文者 ５　その他

歳 男 ・ 女 ）

１　新規（直近２年間利用無）　新規（直近2年間利用無）　 ２　それ以外

（該当事項に○）

１　健康相談（脳・心臓疾患リスク者保健指導）

２　健康相談（メンタルヘルス不調者相談・指導）

３　健康相談（ストレスチェック相談・指導）

４　健康相談（その他）

８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

対象人数 うち、副業・兼業人数

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

○○

実 施 日 時

小規模事業場向け産業医

活動支援モデル事業

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

（　　　　　名）

令和 （　　）

担 当 者
FAX：

 1. 該当する　　　2. 該当しない

実 施 場 所

相 談 対 応 者 担当産業医等氏名

事
業
場

事 業 場 名

所 在 地

業 種

従 業 員 数 （男： 人）（女：

　うち　総括産業医 有　　　・

（本人の場合：年齢 性別：

 氏名：

ワンストップサービス
 1. 該当する

相談・指導内容

　✽メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導の場合

相 談 内 容

受診勧奨

人）（計：

相 談 者  職名・職務内容：

（　　　　　名）（　　　　　名）

そ の 他

５　健康診断の結果についての医師からの意見聴取

６　長時間労働者に対する医師による面接指導

７　高ストレス者に対する医師による面接指導

地 域 産 業 保 健
セ ン タ ー の 利 用

備 考

事業場訪問

電話による相談対応

メールによる相談対応

峡東地産保使用様式①
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※記入方法等は峡東地産保作成のマニュアルを参照してください



定期健診後就業判定結果一覧 

 

対象事業所：   

判定日：令和 年 月  日（ ） 

判定医：    

判定人数  名 

◎就業制限をかける必要のある労働者 

氏名 異常値 制限内容 制限解除条件 

    

    

    

    

    

制限内容：①労働時間の短縮 ②出張の制限 ③時間外労働の制限 ④労働負

荷の制限 ⑤作業の転換 ⑥就業場所の変更 ⑦深夜業の回数の減少 ⑧昼間

勤務への転換 ⑨その他 

 

◎就業制限は必要ないが、注意が必要な労働者 

氏名 異常値 注意事項 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

峡東地産保使用様式②
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※記入方法等は峡東地産保作成のマニュアルを参照してください
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健康診断個人票(様式第５号⑵)
（定期健診・特定業務健診）
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様式第５号裏面
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有機溶剤等健康診断個人票
(有機則様式第３号)



15

有機則様式第３号裏面



16

特定化学物質健康診断個人票
(特化則様式第２号)



17

特化則様式第２号裏面

※他の特殊健診等についても同様に「医師の意見」欄、備考の注意書きがあります
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(参考)山梨さんぽ作成リーフレット
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リーフレット裏面
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